
中札内村水道水質検査計画（令和８年度） 

 
１． 基本方針 
 
  村民の皆様が安心して飲んでいただける水道水を供給するために適切な水質検査を実施し、 
安全な水道水を供給することを目的に「水質検査計画」を策定します。 

 
２． 事業概要 
 
（１） 供給区域 
    中札内地区：中札内市街、興和、共栄、新生、元大正、協和、栄、常盤、南常盤、 

元札内、上札内、元更別、南札内 
    中島地区：中戸蔦、西戸蔦、西札内、新札内、新札内南、帯広市岩内地区一部地域 

（２） 水源の名称及び種別 
     中札内地区：十勝川水系札内川表流水（ダム放流水） 
     中島地区：地下水浅井戸 
（３） 浄水場の名称及び種別 

     中札内地区：南札内浄水場、緩速ろ過 
           なかとかち浄水場（十勝中部広域水道企業団）からの受水、急速ろ過 
     中島地区：中島浄水場、緩速ろ過 

３． 原水及び浄水の水質状況と水質状況及び水質管理上の問題点 

  本村の水道水は、いずれも札内川上流の清流を水源としており、取水の上流地域には工場及

び居住地域がないため、有害物質や生活汚水による汚濁はみられず良好に維持されています。 
  南札内浄水場は、表流水を取水し緩速ろ過しており、河川洪水時の濁度に影響されやすく濁

度が高くなった時は、全量を十勝中部広域水道企業団から供給を受けることが必要となってい

ます。 
  
４． 水質検査を行う項目の採水地点及び検査機関委託先 
 
（１） 検査項目の採水地点及び検査機関委託先については、別表１のとおり。 
 
（２） 毎日検査以外の水質検査については、「水道法第20条第３項」の規定に基づき、厚生労   

働大臣の登録を受けた検査機関へ委託し、水質管理を行っています。 
 
（３） 採水用具・容器・その他採水に必要な物品等は、委託業者が用意し採水運搬は当職員が 

行い、運搬中は保冷し破損防止の処置を施し、速やかに運搬します。 



５． 水質検査項目及び検査頻度 
 
（１） 毎日検査 

     色、濁り、消毒の残留効果に関する検査は「水道法施行規則第 15 条第１項」の規定

に基づき、１日１回検査を行っています。 
    【中札内地区採水地点】 

・中札内浄化センター給水栓 
・上札内交流館給水栓 
 

【中島地区採水地点】 
・中島農業者環境改善センタ－給水栓 
・中戸蔦東６線34号排泥弁 

 
（２） 水質基準項目の検査は別表２のとおり。 

     
６． 臨時の水質検査 
  
  供給する水が次に掲げる理由により水質基準に適合しない恐れがある場合に実施します。   
 
（１） 水源の水質が著しく悪化し、異常があったとき。 
（２） 水質監視魚に異常があったとき。 
（３） 浄水過程に異常があったとき。 
（４） 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。 
（５） 給水栓の水質に異常があったとき。 
（６） その他特に必要があると認められるとき。      

 
７． 水質検査結果の評価 
 
 水質検査の結果、水質基準に適合しない場合においては、直ちに原因究明を行い、水質基準を 
満たす水質を確保するため必要な対策を講じます。 
 
８．水質検査計画の見直し 
  
 水道水の安全性に影響を及ぼすと思われる状況等が新たに発生した場合には、これに適切に対

処するために水質検査計画内容を見直します。 
 
 
 
 
 



９．水質検査の精度と信頼性の保証 
 
 水道水の安全性を確保し、村民に信頼される水道水を供給するためには、水質検査の精度と信

頼性の保証は極めて重要です。このため、水質検査の委託先と連絡を密にし、水質検査の精度が

確保できるよう監視し、適切な水質管理に努めます。また、検査委託事業者に対し、検査の精度

及び信頼性確保のため、国が行う精度管理の評価試験結果の提出を求め、信頼性の確保に努めま

す。 
 
1０．関係機関との連携 
 
（１） 道との連携 

   水質管理等に関して問題が生じた場合には、所管の保健所等の指導助言を受けるなど適切

に対処するための関係を密にしていきます。 
 
（２） 十勝中部広域水道企業団及び更別村との連携 

   浄水を受水している十勝中部広域水道企業団及び、南札内浄水場より浄水を供給している

更別村との間で、水質管理等に関する情報の共有や非常時の相互協力体制を更に強化してい

きます。 



原 水 40 項 目 検 査 稲 田 水 質 検 査 セ ン タ －

原 水 10 項 目 検 査

嫌 気 性 芽 胞 菌 検 査

ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 検 査 稲 田 水 質 検 査 セ ン タ －

PFOS 及 び PFOA 検 査
一般財団法人北海道薬剤師会
公 衆 衛 生 検 査 セ ン タ ー

浄 水 51 項 目 検 査

浄水消毒副生成物検査（12項目）

新規4項目検査、フェノ－ル類検査

浄 水 11 項 目 検 査 十 勝 中 部 広 域 水 道 企 業 団

カ ビ 臭 物 質 等 2 項 目 検 査 稲 田 水 質 検 査 セ ン タ －

PFOS 及 び PFOA 検 査
一般財団法人北海道薬剤師会
公 衆 衛 生 検 査 セ ン タ ー

原 水 40 項 目 検 査 稲 田 水 質 検 査 セ ン タ －

原 水 10 項 目 検 査

嫌 気 性 芽 胞 菌 検 査

ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 検 査 稲 田 水 質 検 査 セ ン タ －

PFOS 及 び PFOA 検 査
一般財団法人北海道薬剤師会
公 衆 衛 生 検 査 セ ン タ ー

浄 水 51 項 目 検 査

浄水消毒副生成物検査（12項目）

新規4項目検査、フェノ－ル類検査

浄 水 11 項 目 検 査 十 勝 中 部 広 域 水 道 企 業 団

カ ビ 臭 物 質 等 2 項 目 検 査 稲 田 水 質 検 査 セ ン タ －

PFOS 及 び PFOA 検 査
一般財団法人北海道薬剤師会
公 衆 衛 生 検 査 セ ン タ ー

採水点　ピータン農園前
所在地  中札内村中戸蔦東６線131番
地

採水点　南札内浄水場着水施設

所在地  中札内村南札内西1線213番地
5

採水点　南札内浄水場
所在地  中札内村南札内西1線213番地
5

十 勝 中 部 広 域 水 道 企 業 団

十勝川水系
札内川表流水ダム放流水

（原水）

委 託

採水点　上札内交流館給水栓

所在地　中札内村上札内133番地

採水点　中札内浄化センター
所在地  中札内村西２線210番地13

別表１

水質検査採水地点及びその所在地 水質検査実施項目 水質検査機関委託先

水質検査実施項目

浄 水 51 項 目 検 査 稲 田 水 質 検 査 セ ン タ －

水源名及び種別
【中札内地区】

毎 日 検 査

稲 田 水 質 検 査 セ ン タ －

採水点　中島農業センタ－

所在地  中札内村東戸蔦東5線165

水源名及び種別
【中島地区】

水質検査採水地点及びその所在地

地下水浅井戸
（原水）

水質検査機関委託先

稲 田 水 質 検 査 セ ン タ －

毎 日 検 査 （ 直 営 ）

十 勝 中 部 広 域 水 道 企 業 団
採水点　中島浄水場取水井施設

所在地  中札内村西札内42番地9



浄　水（中札内地区）

南札内浄水場

1項目 11項目 17項目 51項目 1項目 11項目 17項目 51項目 51項目 1項目 10項目 40項目 1項目 10項目 40項目

1回／12ｹ月 11回／12ｹ月 3ｹ月1回 年1回 1回／12ｹ月 11回／12ｹ月 3ｹ月1回 年1回 年1回 1回／12ｹ月 11回／12ｹ月 年1回 1回／12ｹ月 11回／12ｹ月 年1回

1mlの検水で形成される集落数

が100以下であること

2 大腸菌 検出されないこと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｶﾄﾞﾐｳﾑの量に関して、

0.003mg/1以下

水銀の量に関して、

0.0005mg／l以下

セレンの量に関して、

0.01mg／l以下

鉛の量に関して、

0.01mg／l以下

ヒ素の量に関して、

0.01mg／l以下

六価ｸﾛﾑの量に関して、

0.05mg／l以下

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 概ね1ｹ月に1回以上実施

シアンの量に関して、

0.01mg／l以下

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 概ね1ｹ月に1回以上実施

フッ素の量に関して、

0.8mg／l以下

ホウ素の量に関して、

1.0mg／l以下

14 四塩化炭素 0.002mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

浄水は過去3ｹ年以上に
わたる検査結果から過
去の最高値が基準値の
1／10以下であるため
省略できる項目により
概ね3年に1回の検査、
原水は1年に1回実施

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

17 ジクロロメタン 0.02mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

18 テトラクロロエチレン 0.01mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

19 トリクロロエチレン 0.01mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

20
ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）及びペルフルオロオクタン
酸（PFOA）

0.00005mg／l以下 〇 〇 〇 〇 新規項目のため

21 ベンゼン 0.01mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

浄水は過去3ｹ年以上に
わたる検査結果から過
去の最高値が基準値の
1／10以下であるため
省略できる項目により
概ね3年に1回の検査、
原水は1年に1回実施

22 塩素酸 0.6mg/L以下 ○ ○ ○ ○ ○

23 クロロ酢酸 0.02mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

24 クロロホルム 0.06mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

25 ジクロロ酢酸 0.03mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

26 ジブロモクロロメタン 0.1mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

27 臭素酸 0.01mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

28 総トリハロメタン 0.1mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

29 トリクロロ酢酸 0.03mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

30 ブロモジクロロメタン 0.03mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

31 ブロモホルム 0.09mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

32 ホルムアルデヒド 0.08mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

亜鉛の量に関して、

1.0mg／l以下

ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、

0.2mg／l以下

鉄の量に関して、

0.3mg／l以下

銅の量に関して、

1.0mg／l以下

ﾅﾄﾘｳﾑの量に関して、

200mg／l以下

マンガンの量に関して、

0.05mg／l以下

39 塩化物イオン 200mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 概ね1ｹ月に1回以上実施

40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）300mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

浄水は過去3ｹ年以上に
わたる検査結果から過
去の最高値が基準値の
1／10以下であるため
省略できる項目により
概ね3年に1回の検査、
原水は1年に1回実施

41 蒸発残留物 500mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○
浄水、原水について1
年に1回実施

42 陰イオン界面活性剤 0.2mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○

浄水は過去3ｹ年以上に
わたる検査結果から過
去の最高値が基準値の
1／10以下であるため
省略できる項目により
概ね3年に1回の検査、
原水は1年に1回実施

43 ジェオスミン 0.00001mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○
浄水、原水について1
年に1回実施

44 2－メチルイソポルネオ－ル 0.00001mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○
浄水、原水について1
年に1回実施

45 非イオン界面活性剤 0.02mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
浄水は3ｹ月に1回以
上、原水は1年に1回実
施

ﾌｪﾉ-ﾙの量に換算して、

0.005mg／l以下

47 有機物（全有機炭素（TOC）の量 3mg／l以下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

48 pH値 5.8以上8.6以下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 味 異常でないこと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 臭気 異常でないこと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 色度 ５度以下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 濁度 ２度以下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

浄　水（中札内地区）

上札内交流館給水栓 中島農業ｾﾝﾀ-給水栓

浄　水（中島地区）

浄水は過去3ｹ年以上に
わたる検査結果から過
去の最高値が基準値の
1／10以下であるため
省略できる項目により
概ね3年に1回の検査、
原水は1年に1回実施

○

○

○

○

○
浄水は3ｹ月に1回以
上、原水は1年に1回実
施

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
浄水は3ｹ月に1回以
上、原水は1年に1回実
施

12 フッ素及びその化合物

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○

8 六価クロム化合物

○○ ○○

鉛及びその化合物 ○

5 セレン及びその化合物

○ ○

○

○

7 ヒ素及びその化合物

6

○○

○

○3 カドミウム及びその化合物 ○

4 水銀及びその化合物

ホウ素及びその化合物

○

○ ○○

○

○○○

原　水（中島地区）

中島浄水場取水井施設

原　水（中札内地区）

南札内浄水場着水施設

1 一般細菌

番号 検　査　項　目 基　準　値

○ ○

　別表　２

○

○○13

33 亜鉛及びその化合物 ○

浄水は過去3ｹ年以上に
わたる検査結果から過
去の最高値が基準値の
1／10以下であるため
省略できる項目により
概ね3年に1回の検査、
原水は1年に1回実施

35 鉄及びその化合物

34

○

アルミニウム及びその化合物 ○
浄水は3ｹ月に1回以
上、原水は1年に1回実
施

○ ○○ ○ ○○

36 銅及びその化合物 ○

○

○

○

37 ナトリウム及びその化合物 ○

浄水は過去3ｹ年以上に
わたる検査結果から過
去の最高値が基準値の
1／10以下であるため
省略できる項目により
概ね3年に1回の検査、
原水は1年に1回実施

○

38 マンガン及びその化合物

46 フェノ－ル類 ○ ○
浄水は3ｹ月に1回以
上、原水は1年に1回実
施

○

設　定　理　由

浄水、原水について概
ね1ｹ月に1回以上実施

浄水は過去3ｹ年以上に
わたる検査結果から過
去の最高値が基準値の
1／10以下であるため
省略できる項目により
概ね3年に1回の検査、
原水は1年に1回実施

浄水は過去3ｹ年以上に
わたる検査結果から過
去の最高値が基準値の
1／10以下であるため
省略できる項目により
概ね3年に1回の検査、
原水は1年に1回実施

○

15 1,4－ジオキサン 0.05mg／l以下 ○ ○

※クリプトスポリジウム検査については、委託検査（3ヶ月に１回実施）、採水地点は（南札内浄水場着水施設、中島浄水場取水井箇所）
※令和7年6月30日の「水質基準に関する省令」の改正に伴い、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びぺルフルオロオクタン酸（PFOA）が水質管理目標設定項目から水質基準項目に引き上げられました（令和8年4月1日より施行）。

○

浄水、原水について概
ね1ｹ月に1回以上実施

○
浄水は3ｹ月に1回以
上、原水は1年に1回実
施

○

○

浄水について、3ｹ月に
1回以上実施


